
○○市（町）手話通訳者派遣事業実施要綱 

（目的） 

第１条 この事業は、聴覚障害者が、社会の構成員として地域の中で生活を送 

れるよう、また、自己表現、自己実現、社会参加を通じて生活の向上が図れ 

るよう、障害者自立支援法（平成 17 年法律第 123 号）第 77 条の規定に基づ 

き、コミュニケーション支援事業を実施し、もって聴覚障害者の福祉の増進 

に資することを目的とする。 

（用語の定義） 

第２条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の定義は、当該各号に定め 

るところによる。 

(1) 聴覚障害者 聴覚、言語機能、音声機能その他の障害のため意思疎通を 

図ることに支障がある障害者をいう。 

(2) コミュニケーション支援事業 地域生活支援事業実施要綱（平成 18年８ 

月１日付け障発第 0801002 号厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部長通 

知）に定める聴覚障害者とその他の者の意思疎通の円滑化を図ることを目 

的として、市町が実施する手話通訳者等の派遣事業。 

(3) 手話通訳者 静岡県認定手話通訳者で、市（町）の「手話通訳者派遣事 

業登録者台帳」に登載されている者。 

（実施主体） 

第３条 この事業の実施主体は、○○市（町）とする。 

（市（町）の責務等） 

第４条 市（町）長は手話通訳者の健康管理に配慮しなければならない。 

２ 市（町）長は、研修の機会を設ける等手話通訳者の技術と知識の向上に配 

慮しなければならない。 

３ 市（町）長は、この事業の実施にあたり、関係団体及び身体障害者相談員 

等の理解と協力が得られるよう配慮しなければならない。 

（手話通訳者の登録と取消し） 

第５条 静岡県認定手話通訳者で、この事業による派遣要請に応じることがで 

きる者は、県認定手話通訳者身分証明書の写しを添え、市（町）長あて「手 

話通訳者登録申込書」（様式第１号）及び「手話通訳者調書」（以下「調書」 

という。）（様式第２号）を提出する。



２ 前項の提出を受けた市（町）長は手話通訳者としての適否を審査し、登録 

する場合は「手話通訳者派遣事業登録者台帳」（以下「台帳」という。）（様式 

第３号）に登載するとともに、手話通訳者に対し「身分証明書」（様式第４号） 

を交付する。 

３ 手話通訳者は、交付された「身分証明書」を毀損又は紛失・盗難した場合 

には、直ちに市（町）あて「手話通訳者身分証明書毀損・紛失盗難届兼再交 

付申請書」（様式５号）を提出しなければならない。 

４ 市（町）長は、次の各号のいずれかに該当した場合には、手話通訳者の登 

録を取り消すことができる。この場合には、手話通訳者はすみやかに、身分 

証明書を返納しなければならない。 

(1) 手話通訳者から、「手話通訳者辞退届」（様式第６号）の提出があった場 

合。 

(2) 第６条に違反した場合 

(3) 県から静岡県認定手話通訳者の取り消しの通知があったとき 

５ 手話通訳者は、毎年４月１日の現況を調書により、その年の４月 30日まで 

に市（町）長あて提出するものとする。なお、年度の途中に登録事項に変更 

があった場合には、変更後の内容を記載した調書を速やかに市（町）長あて 

提出するものとする。 

（手話通訳者の責務） 

第６条 手話通訳者は、自らその技術と知識の向上に努めなければらない。 

２ 手話通訳者は聴覚障害者等の人格を尊重し、その信条等によって差別的な 

取扱いをしてはならない。 

３ 手話通訳者は業務上知り得た情報を申込者及びその関係者の意に反して第 

三者に提供してはならない。 

（派遣の対象） 

第７条 ○○市（町）長は、次に掲げる場合において、市（町）の区域内に住 

所を有する聴覚障害者又は市（町）の区域内に住所を有する聴覚障害者とコ 

ミュニケーションを図る必要のある者（以下「事業対象者」という。）が手話 

通訳を必要とすると認めるとき、手話通訳者を派遣する。 

(1) 生命及び健康の維持増進に関する場合 

(2) 財産・労働等権利義務に関する場合 

(3) 官公庁、裁判所、警察、公共職業安定所、学校等公的機関と連絡調整を 

図る場合 

(4) 社会参加を促進する学習活動等に関する場合



(5) 冠婚葬祭等地域生活及び家庭生活に関する場合 

(6) １号から５号以外のものであって、その行為に社会的一般性が認められ、 

聴覚障害者の権利保障の観点から必要と認められるもの。 

(7) その他市（町）長が特に必要と認める場合 

（派遣の申込み） 

第８条 事業対象者が手話通訳者の派遣を要請する場合は、あらかじめ「手話 

通訳者派遣申込書」（様式第７号）を市（町）長あて提出する。 

（派遣の決定及び却下） 

第９条 市（町）長は、前項の申込みを受けたときは内容を審査し、派遣の可 

否を決定し、申込者に「手話通訳者派遣決定（却下）通知書」（様式第８号） 

により通知する。 

また、派遣の必要を認めたときは、手話通訳者の中から派遣可能な者を選 

定し、派遣する手話通訳者に「手話通訳者派遣依頼書」（様式第９号）により 

派遣を依頼通知する。 

なお、派遣手話通訳者の選定にあたっては、１人の手話通訳者が連続して 

通訳する時間が 30分以内となるよう派遣手話通訳者の人数を調整する。 

（他市町村との相互通訳依頼） 

第 10 条 派遣場所が他市町村内の場合、当該市町村に登録されている手話通訳 

者の派遣を「手話通訳者派遣依頼書」（様式第 10 号）により当該市町村長に 

依頼することができる。その場合、派遣手当等は、○○市（町）が、直接手 

話通訳者に支給する。 

また、他の市町村長から○○市（町）内における手話通訳者の派遣依頼が 

あった場合には、○○市（町）に登録している手話通訳者の中から派遣可能 

な者を選定し、当該市町と調整の上、派遣することができる。その場合、当 

該市町村長には「手話通訳者派遣決定通知書（他市町村用）」（様式第 11号） 

を、派遣する手話通訳者には「手話通訳者派遣依頼書（他市町村用）」（様式 

第 12 号）を通知する。 

（申込者の負担） 

第 11 条 手話通訳者の派遣に係る申込者の費用負担は、無料とする。 

（報告書の提出） 

第 12 条 手話通訳者は、通訳業務終了後、その内容等を「手話通訳業務報告書」



（様式第 13号） に記録し、 毎月○○日までに前月分を市 （町） 長に報告する。 

なお、手話通訳者は、引継ぎが必要な事項及び早急に解決しなければなら 

ない問題点等がある場合には、通訳業務終了後、同様式により、速やかに市 

（町）長に報告する。 

（派遣手当等の支給） 

第 13 条 市（町）長は、各手話通訳者に対し、派遣実績に応じて、次に定める 

派遣手当等を支給する。 

(1) 待合せの時間から通訳業務を終了するまでの時間（以下「派遣時間」と 

いう。）に対して１時間当たり○○円を派遣手当として支給する。 

なお、１件当たりの派遣時間が１時間に満たない場合、当該派遣の派遣 

時間については１時間とみなして派遣手当を支給する。 

(2) 派遣時間のうち、午後 10 時から翌日午前５時（以下「深夜」という。） 

に該当するものには、深夜１時間につき派遣手当の 100 分の○○を乗じて 

得た額を割増手当として支給する。 

(3) 自宅から派遣先までの移動に要した交通費等は○○市（町）職員の旅費 

に関する条例（昭和○○年条例第○○号）の例により得た額を支給する。 

(4) 自宅から派遣先までの移動時間（以下「移動時間」という。）に往復○○ 

分(時間)以上を要した場合には、移動時間 1 時間につき派遣手当の 100 分 

の○○を乗じて得た額に相当する額を支給する。 

（運営委員会の設置） 

第 14 条 市（町）は、本事業の実施に当たり、聴覚障害者等及び手話通訳者等 

関係者で構成する運営委員会を設置し、本事業の効果的な推進を図る。 

（委任） 

第 15 条 この要綱に定めるもののほか、本事業の実施について、必要な事項は 

市（町）長が別に定める。 

附 則 

この改正は、平成 18年○○月○日から施行する。



様式第１号(用紙 日本工業規格Ａ４縦型) 

手話通訳者登録申込書 

住 所 

性 別 男 ・ 女 

氏 名 

生年月日 年 月 日 

自 宅 (     ) － 
勤 務 先 名 

称 

電 話 

勤務先 (     ) － 
勤 務 先 住 

所 

登録したい 

理 由 

手話通訳者の登録を申込みます。 

年 月 日 

氏名 ◯ 印 

○○市（町）長 様



様式第２号（用紙 日本工業規格Ａ４縦型） 

手話通訳者調書（ 年度） 

ふ り が な 性 別 男 ・ 女 

氏 名 
生 年 

月 日 

年 月 日 

（ 才） 

電 話 （ ） ― 

住 所 

〒 

ＦＡＸ （ ） ― 

e-mail アドレス 
@ 

@ 
携 帯 （ ） ― 

電 話 （ ） ― 

勤 務 先 名 

ＦＡＸ （ ） ― 

勤務日 

勤 務 先 住 所 

〒 

連 絡 可 ･ 不 可 

通 訳 可 能 

曜日･時間帯 
月 火 水 木 金 土 日 祝 日 

（ 可 能 な も 

の に ○ を つ 

け て く だ さ 

い。） 

午前 

午後 

夜 

午前 

午後 

夜 

午前 

午後 

夜 

午前 

午後 

夜 

午前 

午後 

夜 

午前 

午後 

夜 

午前 

午後 

夜 

午前 

午後 

夜 

手話通訳者名簿などで公表して良いものに○を付けてください。 

①氏名 ②自宅住所 ③自宅電話番号 ④自宅 FAX ⑤携帯電話番号 

⑥e-mail ｱﾄﾞﾚｽ ⑦勤務先名 ⑧勤務先住所 ⑨勤務先電話番号 ⑩勤務先 FAX 

所属手話サークル名 

健康管理講習会 

受診状況 

受診年度（ 年度） 検診結果（Ａ・Ｂ１・Ｂ２・Ｃ・ 

Ｄ） ・未検診 

その他連絡事項がありましたら、記入してください。



様式第３号（用紙日本工業規格Ａ４横型） 

手 話 通 訳 者 派 遣 事 業 登 録 者 台 帳 

登 録 年 月 日 年 月 日 整 理 番 号 

電 話（ ） － 

ＦＡＸ（ ） － 

携 帯（ ） － 

e-mail       @ 

@ 

氏
 

名
 

（ ． ． 変更） 

住
 

所
 

（ ． ． 変更） 

電 話（ ） － 

ＦＡＸ（ ） － 

携 帯（ ） － 

e-mail       @ 

@

（ ． ． 変更） 

電 話（ ） － 

ＦＡＸ（ ） － 

勤
務

先
名
 

（ ． ． 変更） 

勤
務

先
住

所
 

（ ． ． 変更） 

電 話（ ） － 

ＦＡＸ（ ） － 

（ ． ． 変更） 

連絡先（昼） 自宅･勤務先・その他（ ） 生年月日 年 月 日 サークル名 

備考



様式第４号（用紙 縦５５ｍｍ 横９１ｍｍ） 

（表） 

（裏） 

身 分 証 明 書 

第 号 

住 所 

氏 名 

上記の者は○○市（町）手話通訳者 

派遣事業登録者であることを証明し 

ます。 

年 月 日 

○○市（町）長 □ 印 

写真 

（3.0×2.4） 

留 意 事 項 

１ 手話通訳者は、通訳業務を行うにあたっては個人 

の人権を尊重し、その身上に関する秘密はこれを守 

らなければならない。 

２ 手話通訳者は、身分証明書を毀損し又は紛失盗難し 

た場合には直ちに○○市（町）長に届けなければなら 

ない。 

３ 手話通訳者は、 登録を辞退する場合は○○市(町)長に 

申し出るとともに身分証明書を返還しなければなら 

ない。 

また、登録事項に変更を生じた場合も同様に届けな 

ければならない。



様式第５号（用紙 日本工業規格 A4 縦型） 

手話通訳者身分証明書毀損・紛失盗難届兼再交付申請書 

年 月 日 

○○市（町）長 様 

手話通訳者 氏 名 ○ 印 

先に交付を受けた手話通訳者身分証明書について、下記のとおり毀損・紛失盗難し 

ましたので、届け出ます。 

なお、再交付についてあわせて申請します。 

氏 名 

住 所 

〒

TEL(    ) - FAX(    ) - 

毀損・紛失盗難 

の別 
毀損 紛失・盗難 

発生日時 時 分 ～ 時 分 

発生時の状況 

備 考 

盗難については、必ず警察に届出し、その書類の写しを添付すること。



様式第６号（用紙 日本工業規格Ａ４縦型） 

手話通訳者辞退届 

次の理由により手話通訳者の登録を辞退します。 

（理由） 

年 月 日 

氏名 ◯ 印 

○○市（町、村）長 様



様式第７号（用紙 日本工業規格 A4 縦型） 

手話通訳者派遣申込書 

○○市（町）長 様 

申請日 年 月 日（ 曜日） 

氏 名 等 

申
 

込
 

者
 

住 所 

※ 必ず記入してください。 

〒

℡(    ) - FAX(    ) - 

代理人が申し込む場合の代理人の氏名・連絡先 

（ ） 

派 遣 年 月 日 年 月 日（ 曜日） 

派遣予定時間 時 分 ～ 時 分 

通 訳 の 内 容 

通 訳 場 所 

待 合 せ 時 間 時 分 待ち合わせ場所 

聴覚障害者人数 
特に団体で申込の時は必ず記入してください。 

人 

事 前 に 

知らせておく内容 

備 考 

(1) 申込書は、原則として事前に提出してください。なお、依頼の概要、参考資料等が 

あれば添付してください。 
(2) 団体行事等について申し込む場合には、できるだけ、通訳配置図・資料を添付して 

ください。



様式第８号（用紙 日本工業規格Ａ４縦型） 

手話通訳者派遣決定（却下）通知書 

年 月 日 

(申込者名) 様 

○○市（町）長 

年 月 日付けで申し込みのあった手話通訳者の派遣について、 次の 

とおり決定（却下）したので通知します。 

派遣年月日 年 月 日（ 曜日） 

派遣予定時間 時 分 ～ 時 分 

通 訳 の 内 容 

通 訳 場 所 

待ち合わせ時間 時 分 待ち合わせ場所 

派 遣 す る 

手 話 通 訳 者 

緊急時の連絡先 

備 考 

（ 却 下 理 由 ） 

※ 待ち合わせ時間から３０分を過ぎてもお越しいただけないとき、手話通訳者は帰らせ 

ていただく場合がありますので御承知ください。



様式第９号(用紙 日本工業規格Ａ４縦型) 

手話通訳依頼書 

年 月 日 

(手話通訳者名) 様 

○○市（町）長 

氏 名 申

込

者 
住 所 

TEL（ ） - 

FAX（ ） - 

（代理人の氏名及び連絡： ） 

派 遣 日 時 年 月 日（ 曜日） 時 分～ 時 分 

派 遣 内 容 

派 遣 場 所 

待ち合わせ場所 

待ち合わせ時間 

派遣する 

手話通訳者 

全員の氏名 

備 考



様式第 10 号（用紙 日本工業規格 A4 縦型） 

手話通訳者派遣依頼書 

平成 年 月 日 

△△市（町、村）長 様 

○○○市（町）長 

下記について、貴市（町、村）登録手話通訳者を派遣してくださいますようお願い 

します。 

なお、派遣手当は、○○市（町、村）手話通訳者派遣事業実施要綱に基づいて、○ 

○市（町、村）が、直接、派遣される手話通訳者に支給します。 

氏 名 等 

申
 

込
 

者
 

住 所 

※ 必ず記入してください。 

〒

℡(    ) - FAX(    ) - 

代理人が申し込む場合の代理人の氏名・連絡先 

（ ） 

派 遣 年 月 日 年 月 日（ 曜日） 

派 遣 予 定 時 間 時 分 ～ 時 分 

通 訳 の 内 容 

通 訳 場 所 

待ち合わせ時間 時 分 待ち合わせ場所 

聴覚障害者人数 
特に団体で申込の時は必ず記入してください。 

人 

事 前 に 知 ら せ て 

お く 内 容 

備 考



様式第１１号（用紙 日本工業規格Ａ４縦型） 

手話通訳者派遣決定通知書（他市町村用） 

年 月 日 

△△市（町、村）長 様 

○○市（町、村）長 

年 月 日付けで依頼のあった手話通訳者の派遣について、 次のとお 

り決定したので通知します。 

なお、派遣手当は、派遣される手話通訳者に直接お支払いください。 

派 遣 年 月 日 年 月 日（ 曜日） 

派 遣 予 定 時 間 時 分 ～ 時 分 

通 訳 の 内 容 

通 訳 場 所 

待ち合わせ時間 時 分 待ち合わせ場所 

派 遣 す る 

手 話 通 訳 者 

緊急時の連絡先 

備 考 

※ 待ち合わせ時間から３０分を過ぎてもお越しいただけないとき、手話通訳者は帰 

らせていただく場合がありますので御承知ください。



様式第１２号(用紙 日本工業規格Ａ４縦型) 

手話通訳依頼書（他市町村用） 

年 月 日 
(手話通訳者名) 様 

○○市（町、村）長 

△△市（町、村）長から依頼がありましたので、よろしくお願いします。 

氏 名 申

込

者 
住 所 

TEL（ ） - 

FAX（ ） - 

（代理人の氏名及び連絡： ） 

派 遣 日 時 年 月 日（ 曜日） 時 分～ 時 分 

派 遣 内 容 

派 遣 場 所 

待ち合わせ場所 

待ち合わせ時間 

派遣する 

手話通訳者 

全員の氏名 

備 考 派遣手当は◇◇市（町、村）から直接支給されます。



様式第１３号(用紙 日本工業規格Ａ４縦型) 

手話通訳業務報告書 

年 月 日 

○○市（町）長 様 

手話通訳者氏名 

活 動 日 年 月 日（ ） 

派 遣 時 間 ※ １ 

時 分 ～ 時 分まで 
(計 時間 分) ※ ただし、食事のための休憩時間を除 

く。 

【夜間分（午後 10 時から翌日の午前５時まで）】 

時 分 ～ 時 分まで 
(計 時間 分) ※ ただし、食事のための休憩時間を除く。 

移 動 時 間 ※ ２ 

往路 時 分 ～ 時 分まで 

復路 時 分 ～ 時 分まで （計 時間 

分） 

申込者 通訳内容 

通訳場所 対象者 
人 

（うち聴覚障害者 人） 

内容･感想･通訳上の問題点等を記入 

公共交通機関 
(実費) 

円 

自家用車 km 

バ イ ク km 交

通

手

段 そ の 他 
( ) 

(実費) 
円 

【市町村記入欄】 

派遣手当（ 時間＋ (分)/60）× 円 

＝ 円 

割増手当（ 時間＋ (分)/60）× 円×(割増率) 
＝ 円 

活動に要した経費（交通費等） 円 

※移動時間が○○時間(分)以上の場合） 

移動時間（ 時間＋ (分)/60）× 円×(割増率) 
＝ 円 

派遣手当等計 円 

※１ 待ち合わせ時間から通訳終了までの時間。ただし、食事のための休憩時間は除く。 

（記入は５分単位。 ） 

※２ 自宅を出発してから派遣場所に到着するまでの時間及び派遣場所から自宅に戻るま 

での時間


